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ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の

気持ちを伝える制度であるとともに、税の使い道を自分の意思で

決めることができる制度ですb

この制度から、例えば災害時の被災地支援としての活用など、

良い事例が生まれてきています。

また、ふるさと納税は、人口減少が移骸ﾘ化する中で、地域資源

を最大限活用し、地域経済を再生させていく上で、重要な役割を

果たしており、全国のほとんどの自治体の皆さんも、この制度を

大事に思い、健全に発展させていきたいという思いを共有してい

ただいています。

さらに、都市部の住民のうちには、地方にふるさとや強いつな

がりを持つ方々が多数おられることから、その方々の地方への思

いの現れとして行われるふるさと納税については、都市自治体に

も理解いただけるという仕組みであり、都市と地方それぞれの自

治体が制度の趣旨を踏まえた対応をすることで成り立つ制度です。

泉佐野市が新たにキャンペーンでプレゼントするというギフト

券は、 「地場産品」でもなければ、 「返礼割合3割以下｣でもなく、

また、地域活幽上にもつながりません。



多くの自治体が財源確保に苦しんでいる中、総務大臣からの度

重なる要請を無視して、制度のすき間を狙って明らかに趣旨に反

する返礼品によって寄附を多額に集めようとすることは、 自分の

ところだけが良ければ他の自治体への影響は関係がないという身

勝手な考えであり、このような考えがまかり通れば､社会的にも、

教育的にも、悪影響が大きいと考えています。

また、既に制度の趣旨に沿った見直しを行った自治体や、都市

部の自治体の皆さんの理解を得ることは到底できず、ふるさと納

税制度の根幹を揺るがし、制度の存続を危ぶませるものと考えて
いますも

このたび、ふるさと納税制度を守り、健全に発展させていく観

点から、返礼品を送付する場合には、返礼品を「返礼割合3割以

下」かつ｢地場産品」とする制度の見直しを行うこととし、ほと

んどの自治体の皆さんには、既に制度の趣旨に沿った見直しをし

ていただいています。

各自治体の皆さんにおかれては、制度の趣旨を踏まえた良識あ

るご対応をお願いしますも


